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○
無
線
局
運
用
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 

行 

 
 

第
一
章
～
第
四
章 

（
略
） 

第
五
章 

地
上
基
幹
放
送
局
の
運
用
（
第
百
三
十
八
条
―
第
百
三
十
九
条
の
二

） 

第
六
章
～
第
十
章 

（
略
） 

第
一
章
～
第
四
章 

（
同
上
） 

第
五
章 

放
送
局
の
運
用
（
第
百
三
十
八
条
―
第
百
三
十
九
条
の
二
） 

 

第
六
章
～
第
十
章 

（
同
上
） 

 
 

（
放
送
試
験
局
等
に
適
用
す
る
規
定
）  

第
二
条
の
三 

地
上
基
幹
放
送
試
験
局
、
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
衛
星
基
幹
放

送
試
験
局
に
は
、
地
上
基
幹
放
送
局
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す

る
。  

（
放
送
試
験
局
等
に
適
用
す
る
規
定
）  

第
二
条
の
三 

放
送
試
験
局
、
放
送
衛
星
局
及
び
放
送
試
験
衛
星
局
に
は
、
放

送
局
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。  

 
 

（
呼
出
符
号
等
の
放
送
）  

第
百
三
十
八
条 

地
上
基
幹
放
送
局
は
、
放
送
の
開
始
及
び
終
了
に
際
し
て
は

、
自
局
の
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
（
国
際
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局

に
あ
つ
て
は
、
周
波
数
及
び
送
信
方
向
を
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地

上
基
幹
放
送
局
に
あ
つ
て
は
、
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
を
表
す
文
字
に
よ

る
視
覚
の
手
段
を
併
せ
て
）
を
放
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ

れ
を
放
送
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
又
は
不
合
理
で
あ
る
地
上
基
幹
放
送

局
で
あ
つ
て
、
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。  

２ 

地
上
基
幹
放
送
局
は
、
放
送
し
て
い
る
時
間
中
は
、
毎
時
一
回
以
上
自
局

の
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
（
国
際
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
に
あ
つ

て
は
、
周
波
数
及
び
送
信
方
向
を
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹

放
送
局
に
あ
つ
て
は
、
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
を
表
す
文
字
に
よ
る
視
覚

の
手
段
を
併
せ
て
）
を
放
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
地
上
基
幹
放
送
局
の
場
合
又
は
放
送
の
効
果
を
妨
げ
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。  

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
地
上
基
幹
放
送
局
は
、
国
際
放
送
を
行
う
場
合
を

（
呼
出
符
号
等
の
放
送
）  

第
百
三
十
八
条 

放
送
局
は
、
放
送
の
開
始
及
び
終
了
に
際
し
て
は
、
自
局
の

呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
（
国
際
放
送
を
行
う
放
送
局
に
あ
つ
て
は
、
周
波

数
及
び
送
信
方
向
を
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
に
あ
つ
て
は
、

呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
を
表
す
文
字
に
よ
る
視
覚
の
手
段
を
併
せ
て
）
を

放
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
放
送
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
か
又
は
不
合
理
で
あ
る
放
送
局
で
あ
つ
て
、
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。  

２ 

放
送
局
は
、
放
送
し
て
い
る
時
間
中
は
、
毎
時
一
回
以
上
自
局
の
呼
出
符

号
又
は
呼
出
名
称
（
国
際
放
送
を
行
う
放
送
局
に
あ
つ
て
は
、
周
波
数
及
び

送
信
方
向
を
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
に
あ
つ
て
は
、
呼
出
符

号
又
は
呼
出
名
称
を
表
す
文
字
に
よ
る
視
覚
の
手
段
を
併
せ
て
）
を
放
送
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
放
送
局
の
場

合
又
は
放
送
の
効
果
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。  

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
放
送
局
は
、
国
際
放
送
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
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除
く
ほ
か
、
自
局
で
あ
る
こ
と
を
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
を

も
つ
て
自
局
の
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。  

、
自
局
で
あ
る
こ
と
を
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
も
つ
て
自

局
の
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。  

 
 

（
緊
急
警
報
信
号
の
使
用
）  

第
百
三
十
八
条
の
二 

地
上
基
幹
放
送
局
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

に
お
い
て
、
災
害
の
発
生
の
予
防
又
は
被
害
の
軽
減
に
役
立
つ
よ
う
に
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
緊

急
警
報
信
号
を
前
置
し
て
放
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

表 

（
略
） 

２ 

地
上
基
幹
放
送
局
は
、
前
項
に
規
定
す
る
緊
急
警
報
信
号
を
前
置
し
て
放

送
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
終
了
信
号
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

３ 

（
略
） 

（
緊
急
警
報
信
号
の
使
用
）  

第
百
三
十
八
条
の
二 

放
送
局
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て

、
災
害
の
発
生
の
予
防
又
は
被
害
の
軽
減
に
役
立
つ
よ
う
に
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
緊
急
警
報
信

号
を
前
置
し
て
放
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

表 

（
同
上
） 

２ 

放
送
局
は
、
前
項
に
規
定
す
る
緊
急
警
報
信
号
を
前
置
し
て
放
送
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
終
了
信
号
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

３ 
 

（
同
上
） 

 
 

（
地
域
符
号
の
使
用
区
分
）  

第
百
三
十
八
条
の
三 

緊
急
警
報
信
号
に
使
用
す
る
地
域
符
号
（
緊
急
警
報
信

号
の
受
信
地
域
を
一
定
の
地
域
と
す
る
た
め
の
符
号
を
い
う
。
）
の
使
用
区

分
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

区 
 

分 

使
用
す
る
地
域
符
号 

一 

前
条
第
一
項
の
表
の
一
の

項
及
び
三
の
項
に
掲
げ
る
場

合 

地
域
共
通
符
号
、
広
域
符
号
又

は
県
域
符
号
の
う
ち
必
要
と
認

め
る
も
の 

二 

前
条
第
一
項
の
表
の
二
の

項
に
掲
げ
る
場
合 

広
域
符
号
又
は
県
域
符
号
の
う

ち
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

（
地
域
符
号
の
使
用
区
分
）  

第
百
三
十
八
条
の
三 

（
同
上
） 

          

注
一 

地
域
共
通
符
号
は
、
緊
急
警
報
信
号
の
受
信
地
域
を
地
上
基
幹
放
送

局
の
放
送
区
域
の
全
域
と
す
る
た
め
の
符
号
で
、
全
国
共
通
の
も
の
と

す
る
。 

注
二 

（
略
） 

注
三 

（
略
） 

注
一 

地
域
共
通
符
号
は
、
緊
急
警
報
信
号
の
受
信
地
域
を
放
送
局
の
放
送

区
域
の
全
域
と
す
る
た
め
の
符
号
で
、
全
国
共
通
の
も
の
と
す
る
。 

注
二 
（
同
上
） 

注
三 

（
同
上
） 
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（
試
験
電
波
の
発
射
）  

第
百
三
十
九
条 

地
上
基
幹
放
送
局
は
、
無
線
機
器
の
試
験
又
は
調
整
の
た
め

電
波
の
発
射
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
発
射
す
る
前
に
自
局
の
発
射
し
よ
う

と
す
る
電
波
の
周
波
数
及
び
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
周
波
数
に
よ
つ
て
聴
守

し
、
他
の
無
線
局
の
通
信
に
混
信
を
与
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
た
後
で
な
け

れ
ば
そ
の
電
波
を
発
射
し
て
は
な
ら
な
い
。  

２ 

地
上
基
幹
放
送
局
は
、
前
項
の
電
波
を
発
射
し
た
と
き
は
、
そ
の
電
波
の

発
射
の
直
後
及
び
そ
の
発
射
中
十
分
ご
と
を
標
準
と
し
て
、
試
験
電
波
で
あ

る
旨
及
び
「
こ
ち
ら
は
（
外
国
語
を
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る

語
）
」
を
前
置
し
た
自
局
の
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
（
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放

送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
は
、
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
を
表
わ
す
文
字

に
よ
る
視
覚
の
手
段
を
あ
わ
せ
て
）
を
放
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

３ 

地
上
基
幹
放
送
局
が
試
験
又
は
調
整
の
た
め
に
送
信
す
る
音
響
又
は
映
像

は
、
当
該
試
験
又
は
調
整
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。  

４ 

地
上
基
幹
放
送
局
に
お
い
て
試
験
電
波
を
発
射
す
る
と
き
は
、
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
レ
コ
ー
ド
又
は
低
周
波
発
振
器
に
よ
る
音
声

出
力
に
よ
つ
て
そ
の
電
波
を
変
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
試
験
電
波
の
発
射
）  

第
百
三
十
九
条 

放
送
局
は
、
無
線
機
器
の
試
験
又
は
調
整
の
た
め
電
波
の
発

射
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
発
射
す
る
前
に
自
局
の
発
射
し
よ
う
と
す
る
電

波
の
周
波
数
及
び
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
周
波
数
に
よ
つ
て
聴
守
し
、
他
の

無
線
局
の
通
信
に
混
信
を
与
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
た
後
で
な
け
れ
ば
そ
の

電
波
を
発
射
し
て
は
な
ら
な
い
。  

２ 

放
送
局
は
、
前
項
の
電
波
を
発
射
し
た
と
き
は
、
そ
の
電
波
の
発
射
の
直

後
及
び
そ
の
発
射
中
十
分
ご
と
を
標
準
と
し
て
、
試
験
電
波
で
あ
る
旨
及
び

「
こ
ち
ら
は
（
外
国
語
を
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
語
）
」
を

前
置
し
た
自
局
の
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
（
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
を
行
う

放
送
局
は
、
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
を
表
わ
す
文
字
に
よ
る
視
覚
の
手
段

を
あ
わ
せ
て
）
を
放
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

放
送
局
が
試
験
又
は
調
整
の
た
め
に
送
信
す
る
音
響
又
は
映
像
は
、
当
該

試
験
又
は
調
整
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

 

４ 

放
送
局
に
お
い
て
試
験
電
波
を
発
射
す
る
と
き
は
、
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
レ
コ
ー
ド
又
は
低
周
波
発
振
器
に
よ
る
音
声
出
力
に
よ

つ
て
そ
の
電
波
を
変
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

 
 

（
受
信
機
の
機
能
確
認
の
た
め
の
緊
急
警
報
信
号
の
使
用
）  

第
百
三
十
九
条
の
二 

地
上
基
幹
放
送
局
は
、
受
信
者
が
待
受
状
態
に
あ
る
受

信
機
の
機
能
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
第
百
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
試

験
信
号
と
し
て
終
了
信
号
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 

（
略
） 

（
受
信
機
の
機
能
確
認
の
た
め
の
緊
急
警
報
信
号
の
使
用
）  

第
百
三
十
九
条
の
二 

放
送
局
は
、
受
信
者
が
待
受
状
態
に
あ
る
受
信
機
の
機

能
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
第
百
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
試
験
信
号
と

し
て
終
了
信
号
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 
（
同
上
） 

 
 

（
混
信
の
防
止
） 

第
二
百
六
十
二
条 

対
地
静
止
衛
星
（
地
球
の
赤
道
面
上
に
円
軌
道
を
有
し
、

か
つ
、
地
球
の
自
転
軸
を
軸
と
し
て
地
球
の
自
転
と
同
一
の
方
向
及
び
周
期

（
混
信
の
防
止
） 

第
二
百
六
十
二
条 

対
地
静
止
衛
星
（
地
球
の
赤
道
面
上
に
円
軌
道
を
有
し
、

か
つ
、
地
球
の
自
転
軸
を
軸
と
し
て
地
球
の
自
転
と
同
一
の
方
向
及
び
周
期
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で
回
転
す
る
人
工
衛
星
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局

以
外
の
人
工
衛
星
局
及
び
当
該
人
工
衛
星
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
は
、
そ

の
発
射
す
る
電
波
が
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
と
固
定
地
点

の
地
球
局
と
の
間
で
行
う
無
線
通
信
又
は
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
衛
星

基
幹
放
送
局
の
放
送
の
受
信
に
混
信
を
与
え
る
と
き
は
、
当
該
混
信
を
除
去

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２
・
３ 

（
略
）  

で
回
転
す
る
人
工
衛
星
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局

以
外
の
人
工
衛
星
局
及
び
当
該
人
工
衛
星
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
は
、
そ

の
発
射
す
る
電
波
が
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
と
固
定
地
点

の
地
球
局
と
の
間
で
行
う
無
線
通
信
又
は
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
放
送

衛
星
局
の
放
送
の
受
信
に
混
信
を
与
え
る
と
き
は
、
当
該
混
信
を
除
去
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２
・
３ 

（
同
上
） 

 
 

 


